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＜期間（3年）を通して目標達成率80％未満の場合、なぜ達成できなかったか＞

　①　拡充 ・ 改善（　補助率、補助額、補助対象経費、その他　）　 　②　継続　 　③　廃止

①～③の評価理由　※目標未達成の原因分析に該当の場合はその要因を踏まえて今後どうするのかを記載すること
当該事業により待機児童の発生防止及び公設クラブの狭隘化の改善に寄与しており，引き続き補助を継続していく。
また、令和８年度より主に小規模クラブに適用される下限額の算定を見直すなど、今後さらなる補助の拡充を図って
いく。

評価欄

チェック

収入が過充当になっていないか(繰越金が生じていないか) ○ 目標は補助金の成果を検証しやすい設定か ○

 ×になった項
目に対する今

後の取組

＜ａ～ｆにおける取組＞
実施要綱により月額利用料が規定されており、保護者から得られる利用料収入が限られているため、今後も運営に
係る経費について補助を行っていく。

＜ｇ～ｈにおける取組＞
施設ごとの利用児童数に応じて過不足無く補助を行っていく。

目標未達成の
原因分析

補助率は１／２以内か 補助事業者による情報の公表は適正に行われているか

補助額が5万円以上になっているか

○

○ 目標は数値化されているか ×

○×

予算(千円)

34施設で1,785人（5/1現在）
の児童を受入れ，放課後児童
の健全育成を進めている。

達成率100%以上

達成率 80%以上

達成率 50%以上

達成率 50%未満

目標が非数値化

※取扱基準に記
載した評価手法
に基づく達成度
について記入し
てください

36施設で1,976人（5/1現在）
の児童を受入れ，放課後児童
の健全育成を進めている。

重点・重点以外 補助根拠 法令補助 ・ その他補助

放課後児童健全育成事業を実施している私立幼稚園等に対し、受け入れ児童数に応じた補助金を支出するも
の。（補助額は入所児童一人当たり月額7,300円＋利用料減免充当分（ただし、公設クラブにおける指定管理
料相当額を上限とする）＋障がい児加算）

放課後児童の健全育成

182,662 296,452 197,634

年　　　　　度

補 助 事 業 名

[下段に制度概要を記載]

令和8年3月31日

児童一人当たり月額7,300円

＜目標が数値でない場合の評価方法＞
児童の受け入れ数により評価（施設により定員児童数は異なる）

154,860 265,549 177,032

　　令和５年度（１年目） 　　令和６年度（２年目）

目
標
に
対
す
る
達
成
度
（

指
 
標
）

予算額等
の推移

補　　助　　率

決算(千円)

目　　　　　標

補助金評価シート

民生費・児童福祉費・児童福祉施設費

こども未来部　こども政策課　育成支援グループ　電話：025-226-1197

款 ・ 項 ・ 目

所属 等

区分

35施設で1,925人（5/1現在）
の児童を受入れ，放課後児童
の健全育成を進めている。

○補助対象経費は事業の直接経費となっているか 指標の推移が維持・向上しているか

補助事業者による情報の公表 ホームページや入会案内等による公表

放課後児童健全育成緊急対策事業補助金（運営費補助）

開始時期 終期令和5年4月1日

　　令和７年度（３年目）

児童一人当たり月額7,300円

195,407293,111232,290

236,085 157,390 273,993

児童一人当たり月額7,300円


